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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

福
生
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
四
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
四
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

戸

澤

互

一

検
査
地
域

昭
島
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１６０号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１０条

第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
教
習
指
導
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
５
年
５
月
１２日
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東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
教
習
指
導
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
教
習
に
関
す
る
技
能

ア
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
技
能
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
技
能
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

ウ
学
科
教
習
（
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識
の
教
習
を
い

う
。
）
に
必
要
な
教
習
の
技
能

⑵
教
習
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転

に
関
す
る
知
識

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
５
年
６
月
１２日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１６日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類

ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
５
年
５
月
２５日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
２６日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
品
川
区
東
大
井
一

丁
目
１２番

５
号
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
５
年
５
月
１５日

（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１１,８５０円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
３
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具
（
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
）

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
８
号
の
教
習
指
導
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５１―５２７６

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１６１号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
１０８条

の
３２の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
５
年
５
月
１２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
認
定
年
月
日

令
和
５
年
４
月
１
日

２
認
定
事
項
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自
動
車
教
習
所
の

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
尾
久
自

動
車

小
金
井
市
東
町
三

丁
目
１７番

１９号
折
田

節
秀

尾
久
自
動
車
学
校

小
金
井
市
東
町
三

丁
目
１７番

１９号

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
。
以
下

「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
１
条
第
２

号
認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
池
上
自

動
車
教
習
所

大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

野
村

篤

池
上
自
動
車
教
習

所大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
今
井
自

動
車
教
習
所

江
戸
川
区
瑞
江
四

丁
目
４３番

１５号
石
井

清
壽

今
井
自
動
車
教
習

所江
戸
川
区
瑞
江
四

丁
目
４３番

１５号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
江
戸
川

自
動
車
教
習
所

江
戸
川
区
平
井
五

丁
目
４
番
３
号

嶋
村

嘉
髙

江
戸
川
自
動
車
教

習
所

江
戸
川
区
平
井
五

丁
目
４
番
３
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
ト
ヨ
タ

東
京
教
育
セ
ン
タ

ー立
川
市
羽
衣
町
一

丁
目
３
番
４
号

島
村

熟

ト
ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
東

京立
川
市
羽
衣
町
一

丁
目
３
番
４
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

有
限
会
社
豊
島
自

動
車
練
習
所

豊
島
自
動
車
練
習

所
規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１７番

１
号

杉
本

滋
美

豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１７番

１
号

同
等
運
転
技
能
検
査

学
校
法
人
五
島
育

英
会

渋
谷
区
道
玄
坂
一

丁
目
１０番

７
号

上
倉

信
介

東
急
自
動
車
学
校

多
摩
市
唐
木
田
三

丁
目
６
番

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
秋

津東
村
山
市
秋
津
町

三
丁
目
１５番

地
１８

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
む
さ
し

小
金
井
自
動
車
教

習
所

小
金
井
市
緑
町
一

丁
目
３
番
２６号

山
中

重
孝

む
さ
し
小
金
井
自

動
車
教
習
所

小
金
井
市
緑
町
一

丁
目
３
番
２６号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
調
布
自

動
車
学
校

調
布
市
菊
野
台
一

丁
目
３４番

地
１

佐
原

貴
光

調
布
自
動
車
学
校

調
布
市
菊
野
台
一

丁
目
３４番

地
１

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

日
の
丸
総
業
株
式

会
社

目
黒
区
三
田
一
丁

目
６
番
２７号

富
田

和
佳

日
の
丸
自
動
車
学

校目
黒
区
三
田
一
丁

目
６
番
２７号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
和
泉
自

動
車
練
習
所

狛
江
市
猪
方
四
丁

目
８
番
１１号

髙
橋

博
剛

和
泉
自
動
車
練
習

所狛
江
市
猪
方
四
丁

目
８
番
１１号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
小
金
井

自
動
車
学
校

小
金
井
自
動
車
学

校
規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

小
金
井
市
中
町
四

丁
目
３
番
１５号

川
邊

紀
恵

小
金
井
市
中
町
四

丁
目
３
番
１５号

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
シ
グ
マ

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
１６号

藤
田

博
一

平
和
橋
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
１６号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

坂
本
自
動
車
株
式

会
社

台
東
区
日
本
堤
二

丁
目
３６番

１０号
宮
下

敦
之

金
町
自
動
車
教
習

所葛
飾
区
東
金
町
一

丁
目
１０番

８
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
ラ
ヴ
ィ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル
蒲
田

大
田
区
西
六
郷
一

丁
目
３
番
１５号

鈴
木

明
子

ラ
ヴ
ィ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
蒲

田大
田
区
西
六
郷
一

丁
目
３
番
１５号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
王
子
自

動
車
学
校

北
区
堀
船
二
丁
目

１３番
２８号

関
口

勝
裕

王
子
自
動
車
学
校

北
区
堀
船
二
丁
目

１３番
２８号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

飛
鳥
Ｄ
Ｃ
日
野
株

式
会
社

日
野
市
旭
が
丘
一

丁
目
１
番
地
の
２

川
野

繁

飛
鳥
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
カ
レ
ッ
ジ
日
野

日
野
市
旭
が
丘
一

丁
目
１
番
地
の
２

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
田
無
自

動
車
教
習
所

西
東
京
市
芝
久
保

町
四
丁
目
４
番
４

号村
田

恭
男

田
無
自
動
車
教
習

所西
東
京
市
芝
久
保

町
四
丁
目
４
番
４

号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

東
都
自
動
車
株
式

会
社

豊
島
区
西
池
袋
五

府
中
自
動
車
教
習

所府
中
市
若
松
町
一

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査
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丁
目
１３番

１３号
宮
本

繁
樹

丁
目
４
番
地
の
１

株
式
会
社
武
蔵
境

自
動
車
教
習
所

武
蔵
野
市
境
二
丁

目
６
番
４３号

髙
橋

勇

武
蔵
境
自
動
車
教

習
所

武
蔵
野
市
境
二
丁

目
６
番
４３号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
新
東
京

自
動
車
教
習
所

小
平
市
小
川
町
一

丁
目
２３６４番

地
関
口

元
久

新
東
京
自
動
車
教

習
所

小
平
市
小
川
町
一

丁
目
２３６４番

地

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
大
泉
自

動
車
教
習
所

練
馬
区
東
大
泉
六

丁
目
３４番

１
号

加
藤

栄
一

大
泉
自
動
車
教
習

所練
馬
区
東
大
泉
六

丁
目
３４番

１
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
拝
島
自

動
車
教
習
所

福
生
市
大
字
熊
川

１４９５番
地

渡
辺

淳

拝
島
自
動
車
教
習

所福
生
市
大
字
熊
川

１４９５番
地

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
世
田
谷

自
動
車
学
校

世
田
谷
区
粕
谷
一

丁
目
１４番

１４号
塩
田

直
人

世
田
谷
自
動
車
学

校世
田
谷
区
粕
谷
一

丁
目
１４番

１４号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
京
成
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
５４番

１０号
小
林

広
人

京
成
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
ス
ク
ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
５４番

１０号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
二

子
玉
川

世
田
谷
区
玉
川
三

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

番
１
号

福
島

清
次

丁
目
４３番

１
号

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
石

神
井

練
馬
区
谷
原
一
丁

目
４
番
４
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
八
王
子

中
央
自
動
車
学
校

八
王
子
市
北
野
町

５９８番
地
の
９

横
井

久

八
王
子
中
央
自
動

車
学
校

八
王
子
市
北
野
町

５９８番
地
の
９

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

黒
井
産
業
株
式
会

社山
形
県
山
形
市
宮

町
二
丁
目
１１番

９
号髙
橋

博
剛

葛
西
橋
自
動
車
教

習
所

江
戸
川
区
西
葛
西

二
丁
目
１６番

１１号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
成

城世
田
谷
区
岡
本
三

丁
目
４０番

２
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

七
島
自
動
車
株
式

会
社

大
島
町
元
町
字
地

の
岡
６４番

５１号
杉
本

大
典

伊
豆
大
島
自
動
車

学
校

大
島
町
元
町
字
北

ノ
山
２２２番

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
足
立
自

動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町

３
番
１
号

佐
藤

章
英

足
立
自
動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町

３
番
１
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

富
士
産
業
株
式
会

社
竹
の
塚
モ
ー
タ
ー

ス
ク
ー
ル

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

足
立
区
竹
の
塚
七

丁
目
１２番

１
号

武
士

裕
三

足
立
区
竹
の
塚
七

丁
目
１２番

１
号

同
等
運
転
技
能
検
査

東
都
自
動
車
株
式

会
社

豊
島
区
西
池
袋
五

丁
目
１３番

１３号
宮
本

繁
樹

北
足
立
自
動
車
教

習
所

足
立
区
入
谷
八
丁

目
７
番
３２号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
東
久
留

米
自
動
車
教
習
所

東
久
留
米
市
本
町

一
丁
目
１６番

４５号
神
藤

栄
一

東
久
留
米
自
動
車

教
習
所

東
久
留
米
市
本
町

一
丁
目
１６番

４５号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
新
小
岩

自
動
車
教
習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

増
田

充
孝

新
小
岩
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
北
豊
島

園
自
動
車
学
校

練
馬
区
春
日
町
四

丁
目
３７番

２４号
相
原

光
太
郎

北
豊
島
園
自
動
車

学
校

練
馬
区
春
日
町
四

丁
目
３７番

２４号

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

国
際
興
業
株
式
会

社中
央
区
八
重
洲
二

丁
目
１０番

３
号

南
正
人

町
田
ド
ラ
イ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ク
ー
ル

町
田
市
南
大
谷
１

番
地
５５

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
マ
ジ
オ

ネ
ッ
ト
多
摩

日
野
市
百
草
１８８

番
地

松
本

義
弘

マ
ジ
オ
ド
ラ
イ
バ

ー
ズ
ス
ク
ー
ル
多

摩
校

日
野
市
百
草
１８８

番
地

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

株
式
会
社
西
多
摩

自
動
車
学
校

羽
村
市
羽
４１５０番

地

西
多
摩
自
動
車
学

校羽
村
市
羽
４１５０番

地

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査
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義
山

光
浩

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
４６番

３
号

吉
村

充
司

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ

ー
モ
ー
タ
ー
ス
ク

ー
ル

大
島
町
差
木
地
字

フ
ナ
ギ
６５１番

地

規
則
第
１
条
第
２
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
運
転
技
能
検
査

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１６２号

道
路
交
通
法
（
昭
和
３５年

法
律
第
１０５号

）
第
１０８条

の
３２の

２
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
教
育
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
５
年
５
月
１２日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
認
定
年
月
日

令
和
５
年
４
月
１
日

２
認
定
事
項

自
動
車
教
習
所
の

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
教
育
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

教
育
の
課
程
の
区
分

及
び
名
称

株
式
会
社
尾
久
自

動
車

小
金
井
市
東
町
三

丁
目
１７番

１９号
折
田

節
秀

尾
久
自
動
車
学
校

小
金
井
市
東
町
三

丁
目
１７番

１９号

運
転
免
許
取
得
者
等

教
育
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号
。
以
下

「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
１
条
第
３

号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
池
上
自

動
車
教
習
所

大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

野
村

篤

池
上
自
動
車
教
習

所大
田
区
大
森
南
五

丁
目
５
番
５
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
今
井
自

動
車
教
習
所

江
戸
川
区
瑞
江
四

丁
目
４３番

１５号
石
井

清
壽

今
井
自
動
車
教
習

所江
戸
川
区
瑞
江
四

丁
目
４３番

１５号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

認
定
シ
ニ
ア
教
育

株
式
会
社
江
戸
川

自
動
車
教
習
所

江
戸
川
区
平
井
五

丁
目
４
番
３
号

嶋
村

嘉
髙

江
戸
川
自
動
車
教

習
所

江
戸
川
区
平
井
五

丁
目
４
番
３
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
ト
ヨ
タ

東
京
教
育
セ
ン
タ

ー立
川
市
羽
衣
町
一

丁
目
３
番
４
号

島
村

熟

ト
ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
東

京立
川
市
羽
衣
町
一

丁
目
３
番
４
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

有
限
会
社
豊
島
自

動
車
練
習
所

豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１７番

１
号

杉
本

滋
美

豊
島
自
動
車
練
習

所豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１７番

１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

学
校
法
人
五
島
育

英
会

渋
谷
区
道
玄
坂
一

丁
目
１０番

７
号

上
倉

信
介

東
急
自
動
車
学
校

多
摩
市
唐
木
田
三

丁
目
６
番

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
ド
ラ
イ
バ

ー
安
全
運
転
レ
ッ
ス

ン

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
秋

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

津東
村
山
市
秋
津
町

三
丁
目
１５番

地
１８

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
プ
ラ
ン

株
式
会
社
む
さ
し

小
金
井
自
動
車
教

習
所

小
金
井
市
緑
町
一

丁
目
３
番
２６号

山
中

重
孝

む
さ
し
小
金
井
自

動
車
教
習
所

小
金
井
市
緑
町
一

丁
目
３
番
２６号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
調
布
自

動
車
学
校

調
布
市
菊
野
台
一

丁
目
３４番

地
１

佐
原

貴
光

調
布
自
動
車
学
校

調
布
市
菊
野
台
一

丁
目
３４番

地
１

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

日
の
丸
総
業
株
式

会
社

目
黒
区
三
田
一
丁

目
６
番
２７号

富
田

和
佳

日
の
丸
自
動
車
学

校目
黒
区
三
田
一
丁

目
６
番
２７号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
和
泉
自

動
車
練
習
所

狛
江
市
猪
方
四
丁

目
８
番
１１号

髙
橋

博
剛

和
泉
自
動
車
練
習

所狛
江
市
猪
方
四
丁

目
８
番
１１号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
小
金
井

自
動
車
学
校

小
金
井
市
中
町
四

丁
目
３
番
１５号

川
邊

紀
恵

小
金
井
自
動
車
学

校小
金
井
市
中
町
四

丁
目
３
番
１５号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
シ
グ
マ

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
１６号

藤
田

博
一

平
和
橋
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
東
立
石
一

丁
目
３
番
１６号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
ド
ラ
イ
バ

ー
コ
ー
ス

坂
本
自
動
車
株
式

金
町
自
動
車
教
習

規
則
第
１
条
第
３
号
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会
社

台
東
区
日
本
堤
二

丁
目
３６番

１０号
宮
下

敦
之

所葛
飾
区
東
金
町
一

丁
目
１０番

８
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
ラ
ヴ
ィ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル
蒲
田

大
田
区
西
六
郷
一

丁
目
３
番
１５号

鈴
木

明
子

ラ
ヴ
ィ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
蒲

田大
田
区
西
六
郷
一

丁
目
３
番
１５号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

認
定
高
齢
運
転
者

教
育

株
式
会
社
王
子
自

動
車
学
校

北
区
堀
船
二
丁
目

１３番
２８号

関
口

勝
裕

王
子
自
動
車
学
校

北
区
堀
船
二
丁
目

１３番
２８号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

飛
鳥
Ｄ
Ｃ
日
野
株

式
会
社

日
野
市
旭
が
丘
一

丁
目
１
番
地
の
２

川
野

繁

飛
鳥
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
カ
レ
ッ
ジ
日
野

日
野
市
旭
が
丘
一

丁
目
１
番
地
の
２

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
田
無
自

動
車
教
習
所

西
東
京
市
芝
久
保

町
四
丁
目
４
番
４

号村
田

恭
男

田
無
自
動
車
教
習

所西
東
京
市
芝
久
保

町
四
丁
目
４
番
４

号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

東
都
自
動
車
株
式

会
社

豊
島
区
西
池
袋
五

丁
目
１３番

１３号
宮
本

繁
樹

府
中
自
動
車
教
習

所府
中
市
若
松
町
一

丁
目
４
番
地
の
１

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
武
蔵
境

自
動
車
教
習
所

武
蔵
野
市
境
二
丁

目
６
番
４３号

髙
橋

勇

武
蔵
境
自
動
車
教

習
所

武
蔵
野
市
境
二
丁

目
６
番
４３号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
新
東
京

自
動
車
教
習
所

小
平
市
小
川
町
一

丁
目
２３６４番

地
関
口

元
久

新
東
京
自
動
車
教

習
所

小
平
市
小
川
町
一

丁
目
２３６４番

地

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
大
泉
自

動
車
教
習
所

練
馬
区
東
大
泉
六

丁
目
３４番

１
号

加
藤

栄
一

大
泉
自
動
車
教
習

所練
馬
区
東
大
泉
六

丁
目
３４番

１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
拝
島
自

動
車
教
習
所

福
生
市
大
字
熊
川

１４９５番
地

渡
辺

淳

拝
島
自
動
車
教
習

所福
生
市
大
字
熊
川

１４９５番
地

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
世
田
谷

自
動
車
学
校

世
田
谷
区
粕
谷
一

丁
目
１４番

１４号
塩
田

直
人

世
田
谷
自
動
車
学

校世
田
谷
区
粕
谷
一

丁
目
１４番

１４号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
京
成
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク

ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
５４番

１０号
小
林

広
人

京
成
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
ス
ク
ー
ル

葛
飾
区
高
砂
五
丁

目
５４番

１０号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
テ
ク
ニ
カ

ル
レ
ッ
ス
ン

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
二

子
玉
川

世
田
谷
区
玉
川
三

丁
目
４３番

１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
プ
ラ
ン

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
石

神
井

練
馬
区
谷
原
一
丁

目
４
番
４
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
プ
ラ
ン

福
島

清
次

株
式
会
社
八
王
子

中
央
自
動
車
学
校

八
王
子
市
北
野
町

５９８番
地
の
９

横
井

久

八
王
子
中
央
自
動

車
学
校

八
王
子
市
北
野
町

５９８番
地
の
９

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

黒
井
産
業
株
式
会

社山
形
県
山
形
市
宮

町
二
丁
目
１１番

９
号髙
橋

博
剛

葛
西
橋
自
動
車
教

習
所

江
戸
川
区
西
葛
西

二
丁
目
１６番

１１号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
コ
ヤ
マ

ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス

ク
ー
ル

渋
谷
区
神
泉
町
１１

番
１
号

福
島

清
次

コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
成

城世
田
谷
区
岡
本
三

丁
目
４０番

２
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

シ
ニ
ア
プ
ラ
ン

七
島
自
動
車
株
式

会
社

大
島
町
元
町
字
地

の
岡
６４番

５１号
杉
本

大
典

伊
豆
大
島
自
動
車

学
校

大
島
町
元
町
字
北

ノ
山
２２２番

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
足
立
自

動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町

３
番
１
号

佐
藤

章
英

足
立
自
動
車
学
校

足
立
区
東
六
月
町

３
番
１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

富
士
産
業
株
式
会

社足
立
区
竹
の
塚
七

丁
目
１２番

１
号

武
士

裕
三

竹
の
塚
モ
ー
タ
ー

ス
ク
ー
ル

足
立
区
竹
の
塚
七

丁
目
１２番

１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

高
齢
運
転
者
教
育

東
都
自
動
車
株
式

会
社

豊
島
区
西
池
袋
五

丁
目
１３番

１３号

北
足
立
自
動
車
教

習
所

足
立
区
入
谷
八
丁

目
７
番
３２号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習
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宮
本

繁
樹

株
式
会
社
東
久
留

米
自
動
車
教
習
所

東
久
留
米
市
本
町

一
丁
目
１６番

４５号
神
藤

栄
一

東
久
留
米
自
動
車

教
習
所

東
久
留
米
市
本
町

一
丁
目
１６番

４５号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
新
小
岩

自
動
車
教
習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

増
田

充
孝

新
小
岩
自
動
車
教

習
所

葛
飾
区
奥
戸
四
丁

目
２
番
１
号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

認
定
シ
ニ
ア
・
ド

ラ
イ
バ
ー
ト
レ
ー
ニ

ン
グ

株
式
会
社
北
豊
島

園
自
動
車
学
校

練
馬
区
春
日
町
四

丁
目
３７番

２４号
相
原

光
太
郎

北
豊
島
園
自
動
車

学
校

練
馬
区
春
日
町
四

丁
目
３７番

２４号

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

規
則
第
１
条
第
４
号

高
齢
者
教
育
コ
ー

ス

国
際
興
業
株
式
会

社中
央
区
八
重
洲
二

丁
目
１０番

３
号

南
正
人

町
田
ド
ラ
イ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ク
ー
ル

町
田
市
南
大
谷
１

番
地
５５

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
マ
ジ
オ

ネ
ッ
ト
多
摩

日
野
市
百
草
１８８

番
地

松
本

義
弘

マ
ジ
オ
ド
ラ
イ
バ

ー
ズ
ス
ク
ー
ル
多

摩
校

日
野
市
百
草
１８８

番
地

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
西
多
摩

自
動
車
学
校

羽
村
市
羽
４１５０番

地義
山

光
浩

西
多
摩
自
動
車
学

校羽
村
市
羽
４１５０番

地

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

同
等
講
習

株
式
会
社
新
神
戸

ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ

ー
モ
ー
タ
ー
ス
ク

規
則
第
１
条
第
３
号

認
定
教
育
高
齢
者

ス
ク
ー
ル

豊
島
区
南
大
塚
三

丁
目
４６番

３
号

吉
村

充
司

ー
ル

大
島
町
差
木
地
字

フ
ナ
ギ
６５１番

地

同
等
講
習

告

示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
五
号

東
京
海
区
（
小
笠
原
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
そ
で
い
か
漁
業

（
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

有

元

貴

文

（
禁
止
操
業
）

一

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業

（
承
認
操
業
）

二

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
、
こ
の
漁
業
を
操

業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈠

承
認
の
対
象
船
舶
及
び
隻
数

ア

対
象
船
舶

東
京
都
小
笠
原
支
庁
に
備
え
付
け
る
漁
船
原
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

イ

隻
数

最
高
限
度
は
、
四
十
五
隻
と
す
る
。

㈡

漁
具
の
制
限

ア

こ
の
漁
業
の
操
業
に
使
用
す
る
針
数
は
、
幹
糸
一
本
当
た

り
十
本
以
内
と
す
る
。

イ

立
て
縄
釣
り
及
び
た
る
流
し
釣
り
を
操
業
す
る
場
合
は
、

三
十
組
以
内
と
す
る
。

ウ

た
る
を
連
結
す
る
場
合
は
四
た
る
以
内
と
し
、
連
結
総
延

長
は
三
百
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
。

㈢

承
認
書
の
備
付
け

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈣

操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
令
和
六
年

七
月
三
十
一
日
ま
で
に
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告

書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
要
領
）

三

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

四

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
六

年
六
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
失
効
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が

効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百



令和5年5月12日（金曜日）東 京 都 公 報（第17816号） ８
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
五
年
五
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
災
害
人
道
医
療
支
援
会

二

代
表
者
の
氏
名

甲
斐

達
朗

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

目
黒
区
大
橋
二
丁
目
十
二
番
九
号

パ
レ
ス
Ｋ
Ｙ
三
〇
二

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
新
設
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
多
摩
境
駅
前
開
発
計
画

二

店
舗
所
在
地

町
田
市
小
山
ヶ
丘
三
丁
目
二
十
二
番
九

ほ
か

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
未
定

六

新
設
を
す
る
日

令
和
五
年
十
一
月
三
十
日

七

店
舗
面
積
の
合
計

千
八
百
四
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

八

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
内

七
十
六
台

九

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

店
舗
西
側

五
十
三
台

十

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

店
舗
内

百
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

十
一

廃
棄
物
等
の
保
管

施
設
の
位
置
及
び

容
量

店
舗
内

九
・
九
四
立
方
メ
ー
ト
ル

十
二

小
売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻

午
前
九
時

十
三

小
売
業
を
行
う
者

の
閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

十
四

来
客
が
駐
車
場
を

利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三

十
分
ま
で

十
五

駐
車
場
の
自
動
車

の
出
入
口
の
数
及

び
位
置

二
箇
所

店
舗
北
西
側
ほ
か

十
六

荷
さ
ば
き
施
設
に

お
い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
ほ
か

十
七

届
出
日

令
和
五
年
四
月
二
十
四
日

十
八

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
九

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

二
十

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

京
王
高
幡
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

日
野
市
高
幡
百
十
六
番
地
の
十

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
田

裕
史

十

変
更
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

京
王
高
尾
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
初
沢
町
千
二
百
二
十
七
番
地

三

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
一
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
落
合
一
丁
目
四
十
三
番
地
（
京

王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
豊
ケ
丘
一
丁
目
二
十
二
番
地

（
京
王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
田

裕
史
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）

十
二

変
更
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

フ
レ
ン
テ
仙
川
（
駅
ビ
ル
）

二

店
舗
所
在
地

調
布
市
仙
川
町
一
丁
目
四
十
三
番
地
一

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア
ほ
か
二
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
落
合
一
丁
目
四
十
三
番
地
（
京

王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

多
摩
市
豊
ケ
丘
一
丁
目
二
十
二
番
地

（
京
王
書
籍
販
売
株
式
会
社
）

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

川
田

裕
史
（
株
式
会
社
京
王
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
五
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月

十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休

日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都

条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

河
川
整
備
計
画
の
公
表
に
つ
い
て

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
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第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
整
備
計
画
及
び
対
象
と
す
る
河
川
の
名
称

築
地
川
及
び
汐
留
川
河
川
整
備
計
画

二
級
河
川
築
地
川
及
び
汐
留
川

二

河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

三

河
川
整
備
計
画
の
公
表
の
方
法

関
係
図
書
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
第
一
建
設

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

河
川
整
備
計
画
の
公
表
に
つ
い
て

河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
整
備
計
画
及
び
対
象
と
す
る
河
川
の
名
称

荒
川
水
系
神
田
川
流
域
河
川
整
備
計
画

一
級
河
川
神
田
川
、
善
福
寺
川
、
妙
正
寺
川
、
江
古
田
川
、
日

本
橋
川
及
び
亀
島
川

二

河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
日

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

三

河
川
整
備
計
画
の
公
表
の
方
法

関
係
図
書
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
第
一
建
設
事

務
所
、
東
京
都
第
二
建
設
事
務
所
、
東
京
都
第
三
建
設
事
務
所
、

東
京
都
第
四
建
設
事
務
所
、
東
京
都
第
六
建
設
事
務
所
及
び
東
京

都
北
多
摩
南
部
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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